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登録・証明

婚姻・死亡等があった場合は、市役所に届出が必要です。また、母国にも届出が
必要になりますので、忘れずにおこなってください。その他さまざまな手続きが市
役所ではできます。

婚姻・死亡・印鑑証明

糸魚川市市民課

TEL.025-552-1511

問い合わせ先

外国人登録

婚姻
結婚するときは、糸魚川市役所に届けてください。

新規登録
初めて登録する人は、日本に入国した日から90日
以内に本人が糸魚川市役所に来てください。

変更登録
住んでいるところ、在留の資格や期限、お仕事
先、続柄に変更があったときは14日以内に本人
もしくは一緒に住んでいる親族の方が糸魚川市
役所に来てください。

日本に90日以上滞在する外国人の方は、外国人登録申請が必要になります。
16歳以上の方は、いつでも証明書を提示できるように携帯しておく必要があります。

特に重要な書類に押す印鑑について登録してお
くことができます。印鑑登録が終わると印鑑登
録証が交付されます。

登録しておいた印鑑の証明書をもらうことがで
きます。

用意するもの
パスポート、
縦4.5cm×横3.5cmの写真を2枚

日本で赤ちゃんが産まれた外国人の方は、産まれた日
から60日以内にお父さんかお母さんもしくは一緒に住
んでいる親族の方が糸魚川市役所に来てください。

用意するもの
出生届（生まれた時に病院からもらいます）

用意するもの
パスポート、外国人登録証明書、
変更があったことを証明する文書

印鑑登録証明書の交付

印鑑登録

用意するもの
外国人登録証明書、運転免許証、
パスポートのうちいずれか1つと印鑑

用意するもの
印鑑登録証
（本人以外の方でも本人の住所・氏名・生
年月日がわかる人で印鑑登録証を持っていれ
ば交付を受けることができます）

死亡
死亡したときは、死亡を知った日から7日以内に
糸魚川市役所に届けてください。

用意するもの
死亡届、外国人登録証明書、国民健康保
険証（加入者のみ）
（火葬をする場合は、「火葬許可証」の交付
を申請してください）

用意するもの
婚姻届、
外国人登録証明書、
パスポート、
外国人登録記載事項証明書、
婚姻要件具備証明書

再交付
外国人登録証明書をなくしたことに気がついた
ら、14日以内に本人が糸魚川市役所に来てくだ
さい。

用意するもの
パスポート、盗難届出証明書、
縦4.5cm×横3.5cmの写真を2枚

外国人登
録証明書


